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研究成果の概要（和文）：ステークホルダーとの生産的なコミュニケーションなくして、企業行

動の社会的価値が高まることはない。本研究は、企業が消費者に対する社会的責任を遂行して

いく上での、対消費者コミュニケーションにおける課題を明らかにしている。企業が社会的責

任を遂行していく上では、消費者間の情報取捨選択能力の格差を想定することが不可欠である

こと、特定の責任内容にとらわれ過ぎることによって消費者間の公平性を損なってはならない

ことを主張する。 

 

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to examine the problem of 

communication among firm and consumer. In this study, the main stress falls on a 

stakeholder’s disparity on an ability to select the information and keep the fairness 

among them.  
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１．研究開始当初の背景 

(1)「企業社会責任論における『消費者の主
体性に関する考察』の必要性」 

 安全な消費生活の実現という課題につい
て、経営学分野においては企業社会責任の観

点から「社会からの要請に即した製造・販売
活動を可能にするような企業システムの構
築」、「製品に関する情報開示・説明責任のあ
り方」および「ステークホルダーによる諸要
請の経営活動への反映」といったテーマにつ
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いて、主に議論されている。これらは今日の
企業が不可避的に社会責任の一部であるこ
とは明白である。 

しかしながら、企業と消費者の相互作用の
結果である、安全な消費生活活動の実現とい
う目標達成のためには、消費者の主体性に対
する関心を更に高め、消費者の特性、各類型
における行動パターンの識別といった手続
きが必要不可欠であると考えられる。 

 

(2)「消費者の発言力に関する性質の変化の
把握とモデルへの取り込み」 

 企業の責任に関する議論においては、企業
権力の無秩序な拡大に対する批判を展開す
る社会的責任消極論と、現状の権力に見合っ
た責任を付与することによって、企業は社会
におけるその存在の正当性を獲得・維持でき
ると見なしている社会的責任積極論の、主に
二つの視点から議論がなされてきた。今日で
は現実性および実践性の面から積極論が支
持されることが一般的である。ステークホル
ダーの期待に自発的に応える企業の理論モ
デル化、企業責任領域の拡張と CSR の発展
段階モデルの実現可能性が同研究領域にお
いて焦点化されつつある。 

しかしながらメディアの発達およびイン
ターネットの普及に象徴される高度情報化
社会の下では、社会的責任の正当性や実効性
について、企業の持ち合わせる権力という側
面を中心とした議論のみでは不十分である
と考えられる。責任論において一般的に、そ
の権力および発言力が相対的に小さいと見
なされてきたステークホルダーの存在感が、
企業社会の中で増大しているためである。 

また今日では、企業社会責任論の隣接領域
である利害関係者論において、ステークホル
ダーの性質をその属性のみではなく、行動パ
ターンによって識別するというアプローチ
が、一層強く支持されるようになってきた。
消費者の行動が多様化している今日におい
て、このような視点は強い説得力を持つであ
ろう。現代社会におけるこのような変化なら
びに隣接領域における研究蓄積を、企業社会
責任の議論に反映させる必要があると考え
られる。 

 

 

２．研究の目的 

(1)企業とステークホルダーとのコミュニケ
ーションのあり方を考察する上で、各ステー
クホルダーの性格の相違やステークホルダ
ー間の相互作用について、一層議論される必
要があるということを、理論的整理およびケ
ース分析を通して導くこと。とりわけ消費者
という時間的・空間的に広範なステークホル
ダーを考察対象とする際には、それらに対す
る目配りが不可欠であると示すこと。 

(2)企業のステークホルダー対応のあり方に
ついて、製品の安全性をめぐる企業と消費者
間のトラブルおよび企業の消費者への対応
の事例を詳細に検討しながら、企業と消費者
の円滑なコミュニケーションを促進もしく
は阻害する社会的要因や、企業と消費者のリ
スク情報共有のための課題について明らか
にすること。 

 

 

３．研究の方法 

(1)「ステークホルダーの特性に関する既存
研究の再検討」 

研究の基礎となる論文・文献の精査を行っ
た。ステークホルダーの特性を分析するに当
たっては、ステークホルダーがそれ自身であ
ることの正当性、彼らが企業に対して及ぼす
影響力、利害関係事象からの時間的・空間的
距離と行動の関係性、同一属性のステークホ
ルダー間の行動パターンの相違という要素
に注目した。これとあわせて、危険情報に関
する合意形成の過程、立場の異なる主体間の
コミュニケーションにおける課題について
も理論的整理を試みた。 

 
(2)「ステークホルダー・アプローチと企業
社会責任論の比較検討」 

ステークホルダー・モデルと企業社会責任
に関する議論について、理論的整合性および
非整合性を検討した。企業社会責任論におい
ては、企業権力の客体、つまり責任遂行の対
象として見なされるステークホルダーにつ
いて、本研究では、主体性を前提としながら
考察していくものである。このような視点が
必要であることの根拠および理論的限界を
明らかにした。 
 
(3)「ステークホルダー行動の多様性に関す
る検討」 
 当初は特定事例に関するヒアリングおよ
びアンケート調査による第一次データの収
集・分析とその結果をもとにした第二次デー
タの精査を予定していた。しかしながら、事
例の調査に当たっては、その時期や社会情勢
等の理由から、調査協力を得ることが困難で
あると判断した。代替の方法として、過去に
公表された統計調査を用いた。その理由は、
統計データの検討から消費者行動の情緒性
や消費者政策の方向性を読み取ることが可
能で、このことが当初予定していた調査方法
よりも、本研究の目的を達成する上で有益で
あると判断したためである。 
 
(4)「研究成果の一部報告、妥当性検討、今
後の課題の洗い出し」 
 学会および研究会等で、研究成果の一部、
研究の進捗状況を報告した。報告に際しては、



 

 

特徴の異なる複数の学会・研究会での報告を
心掛け、分野内外の研究者および実務家から
内容の妥当性についてアドバイスを受けた。 
 
 
４．研究成果 
(1)「企業と消費者のコミュニケーションの
困難性-食品事故防止策を手掛かりとして-」 
①本研究は、食品事故防止対策の実現可能性
の検討を通して、企業と消費者のコミュニケ
ーションを困難にせしめている要因につい
て考察するものである。ここで食品に注目し
たのは以下の理由による。食品は摂取する者
の年齢、体質および生活環境によってその危
険性が大きく変動する。換言すれば食品は製
品設計の改善を以って十分に事故防止策を
講じたことになるとは言い切れない。このこ
とが企業とステークホルダーのコミュニケ
ーションについての考察を、一層の注意深さ
を要するものとするからである。 
②事故防止策の徹底は、消費者が安全な製品
を購入する権利の保障という企業社会責任
のうちの重要な要素の一つである。企業社会
責任とは企業が諸ステークホルダーからの
期待を正当なものとして汲み上げそれに対
応することと言える。ステークホルダーの期
待に応えるための大前提として、ステークホ
ルダーの特定、把握という基本的課題が存在
していることは明らかである。しかしながら
消費者の安全を守るという社会責任の遂行
については、以下の点が障壁であると言える。
すなわち、同一属性のステークホルダー間で
行動や性質、企業からの距離に相違があるに
も関わらず、その相違が不明確なままに議論
されることがあるのである。 
③ステークホルダーの特定が曖昧であるこ
とに起因して、事故防止策の選択基準が揺ら
いでいる事例として、こんにゃく入りゼリー
商品の事故の実態について考察する。死亡に
至っている約 20 件の事故については、犠牲
者の大部分が乳幼児、小児および高齢者であ
り、このことは食品企業のステークホルダー
把握・対応の難しさを物語っている。 

商品を摂取しているのは幼い子供や高齢
者であるがそのような人々に商品を買い与
えているのは家族もしくは保育施設・介護施
設の職員といった人々である。このことから、
一般的なゼリー商品とこんにゃく入りの商
品が似て非なるものであるということを特
に認識すべきは、摂取者ではなく購入者・提
供者ということになる。購入者が実際の消費
者(摂取者)に対して、直接ゼリーを与えてい
ることだけを想定すれば、事故防止策は比較
的容易に実行できる。購入者層に最も有効な
情報伝達ツールを採用すれば良いためだ。し
かしながら実際には、企業が直接コミュニケ
ーションを図ることが難しい人々が、自分の

意思でその商品を手に取る可能性も十分に
ある。そのために、製品事故の防止策につい
ては、いざ実施されるとなると高レベルの対
策が実施されることが多い。 
 食品事故防止策のために企業が講じる対
策には、それによって影響を受けるステーク
ホルダーの範囲の狭い順に「摂取上の注意に
関する表記およびパッケージの改善」、「個別
企業レベルでの製品設計および製造工程の
見直し」、「業界レベルでの製品設計および製
造工程の見直し、および指導通達」、「製品の
製造・販売中止」があげられる。その選択に
当たっては、当該企業の業界内シェア、多角
化の程度および事故の社会的衝撃度等が基
準となる場合が多い。 
 製造販売の中止は、全ての消費者に対して
完全な事故防止効果を発揮する一方で、製品
の危険性に対する知識を十分に持ち合わせ
た、他の消費者の購買活動における選択の幅
を狭めることにもつながる可能性がある。想
定すべきコミュニケーションの相手、適切な
コミュニケーションツールの選択とメッセ
ージの策定が重要なのは明らかである。しか
しながら、企業社会責任の議論において暗黙
のうちに想定されている、責任拡張の原理に
よって、安易にその責任領域・対象を拡張す
ることは、逆に社会的不利益に繋がったり、
ステークホルダー間の不平等を生じさせる
可能性もある。企業とステークホルダー間の
みならず、ステークホルダー間の公平性の確
保やパワーバランスに目配りをすることも
また必要であると考えられる。 
 
(2)「消費者自身の成長と CSR 経営の実践 -
ステークホルダーの行動多様化を促進する
要因としてのメディア機能への注目-」 
①企業の社会的応答過程については、企業社
会責任論においても重要なテーマとして取
り上げられている。その議論の多くは、いか
にして社会からの要請に即した製造・販売活
動を可能にするような企業システムを構築
するか、という視点からなされている。企業
がステークホルダーないし社会全体からの
支持を獲得するような行動をとるといった
場合、企業が想定するステークホルダーとは
一体どのような存在なのか。 

ステークホルダーの性質が多様化してい
る今日において、属性を同じくするステーク
ホルダー集団を一括りの存在として捉える
ことは、現実的ではない。その行動や企業と
の関わり方を把握することなしに、社会的応
答の過程を正しく捉えることは出来ない。こ
のような問題意識から、本研究では、企業と
ステークホルダー間のコミュニケーション
経路について明らかにする。ここでは、企業
とステークホルダー間のコミュニケーショ
ンの促進(ないし阻害)要因として、またステ



 

 

ークホルダー間の発言力の格差やステーク
ホルダー同士の相互作用を促進する要因の
一つとしての、マス･メディアに注目する。
企業の社会的応答過程におけるメディアの
役割と、ステークホルダーの企業に対する影
響力行使の過程について考察する。 
②ステークホルダーの期待の醸成や要請の
発動は必ずしも完全に正しい情報に基づい
て行われるわけではなく、事実を「認識する」
というプロセスを経て形成される期待ない
しイメージに基づいて実行されることを理
解せねばならない。社会的応答や応答過程の
蓄積に、正当性が付与された形としての社会
的責任については、事象の認識とイメージの
形成という視点から議論される必要がある。
既存の利害関係者論において、ステークホル
ダー概念の可変性が指摘されているものも
ある。ステークホルダーの行動は変化を続け
るものであり、その変化とは必ずしも一方向
的ないし不可逆的ではなく、企業に対する接
近の程度を強めたり弱めたりするというこ
とも当然想定されている。 

マス・メディアは企業やステークホルダー
に対して情報を提供することによって、それ
らの認識や行動に変化をもたらす。ただし留
意すべきは、情報提供は認識や行動の変化を
実現するという目的によって必ずしも行わ
れるものではない、ということである。一般
のステークホルダーが企業に対して社会的
要請を行う際には、企業の行動が自分達の期
待に沿うようなものに変更されることを目
的として行われることが通常であるが、マ
ス・メディアの場合、その機能が社会的規範
の強制という段階に至らないうちは、社会的
変化の達成を必ずしも意図しているとはい
えない。企業とステークホルダーが、もしく
はステークホルダー同士が相互関係を築く
という表現は妥当であるが、マス・メディア
が企業もしくはステークホルダーと相互関
係を築くという表現は、厳密には適切ではな
い。マス・メディアは企業やステークホルダ
ー自身ではなく、それらの認識に対して働き
かけるというレベルにおいて、間接的に相互
関係を築く存在なのである。 

それでは、なぜマス･メディアが、企業と
ステークホルダーの関係を考察する上で重
要な存在となるのか。多くの人々にとって、
経済現象を直接体験によって認識できる機
会は尐なく、多くの場合間接的な経路によっ
て経験する他はない。間接的経験とはすなわ
ち、情報を入手してそれに対する認識や反応
といった行為を指す。今日そのための情報源
となりうる中心的存在は明らかにマス・メデ
ィアである。間接的体験においては直接的体
験と比して、意思決定におけるメディア依存
度が高いことが既存研究において指摘され
ている。 

マス・メディアがステークホルダーに情報
を提供することによって、彼らは自身が暗黙
のうちに期待していること、つまりイメージ
の中に埋め込まれている具体的な期待の内
容を認識する。つまりマス・メディアは社会
環境内においてステークホルダーの期待を
明示化させうる主体として見なしうる。 

例えば、実際の企業活動がステークホルダ
ーのイメージに近い、もしくは期待するレベ
ルを超えていたことが判明すると、多くの場
合彼らは自身の期待内容を認識することは
なくそのまま看過してしまい、あえて社会的
要請を行う可能性は低い。しかし報道によっ
て実際の企業活動とイメージの乖離、とりわ
け自分達の期待水準を満たしていないこと
を認識すると、ステークホルダーは「期待を
裏切られた」と感じるようになり、要請が発
動される可能性が出てくる。また一般的に、
このような時マス・メディアは社会的現実の
構成機能や社会的規範の強制機能を発動す
ることによって、企業やステークホルダーと
の距離を縮めていくという傾向があるよう
に思われる。 
③食品事故に関する報道と消費者の購買行
動の関係について分析を試みた。日本の消費
者は諸外国と比較した場合、意思決定におい
ては経済報道に依存する傾向が強いことが
明らかになっている。事故に関する報道量が
増加するほど、その食品および類似の性質を
持つ食品の購入を回避する傾向があるので
はないか、との仮説を立てこれを検証した。 
安価で常用する商品は、身近で日常的な情報
源をもとに製品の品質が判断される傾向が
高いためである。 

『消費者物価指数年報』をはじめとする３
種類の統計データからは、消費者が事故報道
の増加に伴って当該商品を買い控える傾向
を見て取ることが出来た。しかしながら、『家
計調査』からは、先に見られたような一般的
な消費性向とは異なる行動をとる消費者の
存在が確認された。家計調査対象世帯におい
ては、報道量と購買行動が必ずしも連動せず、
加えて事故の発生地域ないし近隣地域の世
帯についても、同様の傾向が見られた。この
ような行動パターンの相違は、消費者の情報
取捨選択能力の差によって生じると推測さ
れる。 

同じ消費者という類型においても、メディ
ア報道と自身の行動が連動する傾向の強い
グループと、商品の要不要について報道に流
されることなく、自身で慎重に見極めて判断
するグループが存在する。報道のあり方に応
じては、グループ間の性質の相違は一層明確
になり、とりわけ前者の発言力が高まる、す
なわち同一属性のステークホルダー内で発
言力の差が生じることも想定されるのであ
る。 



 

 

④マス・メディア自身が社会的要請を行わな
いという点においては確かに特殊な存在で
はあるが、社会的要請過程におけるマス・メ
ディアの役割は企業にとって正当な関心事
であると考えられるのである。今日では、テ
レビや新聞といったメディアと並んで、イン
ターネットも有力なメディアとして認識さ
れている。インターネットを介した消費者の
声が企業に対してどの程度の発言力を持つ
のか。インターネットのもつ、人々のコミュ
ニケーションを活発にするという特徴が、消
費者の発言力の強化のみならず、ステークホ
ルダーの多様化を促進することになるのか。
既存の利害関係者論においては、中立な情報
媒体ないし特殊ステークホルダーとして見
なされてきたメディアの役割については、一
般ステークホルダーに及ぼす機能という側
面から一層検討される必要がある。 

性質の異なるステークホルダーの要請に
総括的に応えようとすることは、現実的には
非常に困難である。多様なステークホルダー
の存在を前提とする環境下においては、企業
が彼らからの要請に綿密に応えるという社
会応答的なアプローチには限界があるので
はないか。また今日のように高度化・重層化
した情報社会の下では、立場の異なる主体間
のコミュニケーションにおいては、情報の非
対称性のみならず、その拡大や歪み、および
その発生の不確実性までもが想定されねば
ならない。このような環境下においてこそ企
業自身のリーダーシップによる、「有益な提
言者としてのステークホルダーの育成」が重
要であることを主張する。ステークホルダー
との生産的なコミュニケーション無くして
は、企業行動の社会的価値も高まることはな
い。とりわけ消費者というステークホルダー
は、質・量およびコミュニケーション経路が
多様な存在であり、彼らを「要請する者」と
してではなく、「有益な提言者」までに高め
た上でコミュニケーションを図ること、そし
て企業がその育成過程において一定の役割
を果たすことこそが、CSR 経営自体の価値を
高める上で重要である。 
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